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マイナンバーカードマイナンバーカード
休日受付休日受付

予約制予約制

■日時　4 月 27日日
　　　　9:00 ～ 12:00
■場所　役場１階
　　　　税務住民課窓口
■内容
・マイナンバーカード
　申請受付、交付、更新
　�暗証番号変更、健康保
険証紐付けなど

★事前に下記まで
　電話で予約をお願いし
　ます。
※�予約がない場合は休日
　受付を行いませんので
　ご注意ください。
問税務住民課住民国保係
　☎ 582-2114

町公式 LINE町公式 LINE

スマホに町からの
お知らせが届く

◀
友
だ
ち
追
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就職・退職したら国保の届出を就職・退職したら国保の届出を

■手続きが必要なとき
・�国民健康保険に加入している人が就職
し、勤務先の健康保険（社会保険）に
加入したとき
・�社会保険に加入している家族の扶養に
なったとき
・�会社を退職し、勤務先の健康保険資格
を喪失したとき
・�社会保険の被扶養者要件非該当により
喪失したとき

　就職や退職をしたときは、国民健康保険の喪失・加入手続が必要です。国民健康保険の
手続は自動的に行われませんので、忘れずに手続をしましょう。

■手続の際に持参するもの
【就職により国民健康保険を抜ける場合】
・�勤務先で加入した健康保険の「資格情
報のお知らせ」または「資格確認書」
のほか「健康保険・厚生年金資格取得
証明書」などの社会保険加入日がわか
るもの
※�同時に加入した家族がいれば全員分

【退職により国民健康保険に加入する場合】
　「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」
などの離職日が分かるもの
問税務住民課 住民国保係 ☎ 582-2114

就職・入学・転勤時期に伴い就職・入学・転勤時期に伴い
役場臨時窓口を開庁します役場臨時窓口を開庁します

マイナンバーカードを使ってみよう！マイナンバーカードを使ってみよう！
オンラインで転出届オンラインで転出届

■利用できる人
　署名用電子証明書が搭載されたマイ
ナンバーカードがあり、桑折町から他
市区町村へ引越しをする人
※本人と同一世帯員の転出手続きがで
きます。
■必要なもの
・�署名用電子証明書が搭載されたマイ
ナンバーカード
・�署名用電子証明書の暗証番号（英数
字６～ 16桁）
・券面事項入力補助用暗証番号
　（数字４桁）
・�マイナンバーカードに対応したス
マートフォンなど

■手続きの流れ
①�スマートフォンなどでマイナポータ
ル（上記二次元コード）にログイン。
②�画面の案内に従い、必要事項（引越
し日・引越す人・新しい住所など）
を入力し申請。
③�マイナポータルの申請処理状況が
「完了」となっていることを確認。
※�申請内容不備により再度申請をお願
いすることがあります。
④�新しい住所に住み始めてから 14日
以内に、転入先の市区町村の窓口で
転入手続きを行う。

問税務住民課 住民国保係
　☎ 582-2114

　マイナンバーカードを持っている人は、役場へ来庁することなく、転出の手続き
をマイナポータルを通じてオンラインで行うことができます。

■開庁日時
�　4 月　6日日　9:00 ～ 12:00
■場所　役場1階　税務住民課（2番窓口）
■取扱業務
・住民異動届（転入・転出・転居など）
・住民票、戸籍関係証明書の交付
・印鑑登録および印鑑証明書の交付
・�マイナンバーカード申請、交付、更新、
暗証番号変更など

※�マイナンバーカード関連手続きは事前予
約をお願いします。

※ 混雑状況により、待ち時間が長くなる場
合があります。
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■日時・場所
【実施日】4 月 18日金
【場　所】役場　駐車場（東側）　9:00 ～ 12:00
※�当日の天候や機械などの設置の都合で時間が若干ずれる
こともありますが、ご了承ください。

■申込方法
　健康福祉課　健康増進係（☎ 582-1133）まで電話で
申し込みください。なお、当日受付も可能ですが、できる
だけ事前に申し込みください。
※ 1　�65歳以上の献血は、献血される人の健康を考え、

60～64歳のあいだに献血経験がある人に限ります。
問健康福祉課  健康増進係  ☎ 582-1133

400ml 献血にご協力を　～献血でみんなに広がれ元気の輪～400ml 献血にご協力を　～献血でみんなに広がれ元気の輪～

１回献血量 400ml

年齢 男性 17 歳～ 64 歳
女性 18 歳～ 64 歳（※ 1）

体重 男女とも 50kg 以上

最高血圧 90mmHg 以上

血色素量 男性 13.0 g/dl 以上
女性 12.5 g/dl 以上

年間献血回数 男性３回以内
女性２回以内

年間総献血量 男性 1,200ml 以内
女性 800ml 以内

　医療技術の発達した現在でも、血液とまったく同じ作用をもつものを人工的につくることはできません。さらに、血
液は生きた細胞で、長期保存が不可能です。輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず皆さん
の献血が必要となります。次の日程で全血献血を実施しますので、町民の皆さんのご協力をお願いします。

合併処理浄化槽設置補助金合併処理浄化槽設置補助金
　町では、生活排水による河川の水質汚濁防止、生活
環境保全のため、住宅に合併処理浄化槽を設置する場
合に補助金を交付しています。
※補助金には限りがあり、先着順となります。
■交付対象の種類と補助限度額
①合併処理浄化槽設置に対する補助（新築、増・改築）

③�単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去し、合併
処理浄化槽を設置する場合の配管工事に対する補助
上限 300,000 円（新築・建て替えは除く）

問建設水道課　上下水道係　☎ 582-1100

設置するもの 補助限度額
5 人槽 332,000 円

6 ～ 7人槽 414,000 円
8 ～ 10 人槽 548,000 円

撤去するもの 補助限度額
単独処理浄化槽 60,000 円

汲み取り便槽 45,000 円

②撤去に対する補助

4 月 14日月から受付開始

　
山火事にご注意を！

■山火事を発生させないための６つのポイント
①燃えやすいものがある場所では火気を使用しない。
②強風・乾燥している日に、たき火や火入れをしない。
③ たき火など火気使用中は、その場を離れない。火の使

用が終わったら、完全に消火したことを確認する。

④ 火入れをする際は、必ず町の許可を受けるとともに、
あらかじめ必要な防火対策をとる。

⑤ タバコは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消す
とともにポイ捨てしない。

⑥火遊びはしない、させない。

　空気が乾燥して山火事が起きやすい季節となりました。山火事の原因のほとんどは、たき火やタバコのポイ捨てなど、
人間の不注意によるものです。山林を山火事から守るために、ハイキングや山菜取りなどで山に入るときは、次のこと
にご注意ください。

問生活環境課　危機管理係　☎ 582-2123 ／産業振興課　農林振興係　☎ 582-2126

急加速抑制装置の急加速抑制装置の
設置費用を補助します設置費用を補助します

　町では、車のブレーキとアクセルのペダル踏み間違
いによる事故を防止するため、オートマチック車に「急
加速抑制装置」を設置した高齢運転者に補助金を交付
します。装置はカー用品店などで購入、取り付けでき
ます。詳細は下記まで問い合わせください。
■対象装置　車の停車時または徐行時において、アク
セルペダルが強く踏み込まれた場合にアクセルを電気
的に制御する装置
■補助対象者　満70歳以上の運転者で、令和7年4
月以降に急加速抑制装置を業者に依頼して取り付けた人
■補助対象経費　装置の購入費および取付費
■補助金額　補助対象経費の 1/2 以内の額
　　　　　　（上限 2万円）
■補助件数　15件（補助対象者 1人につき 1回まで）
■申請方法　装置設置後、申請書に必要書類（取付前
後の写真など）を添えて生活環境課に申請してください。
問生活環境課　危機管理係　☎ 582-2123

ペダル踏み間違い事故防止
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UR 都市機構UR 都市機構
フォトコンテスト 2025フォトコンテスト 2025

　UR都市機構は、東日本大震災からの復興支援の一
環として東北の「今」を伝える写真、東北の復興を感
じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集
いたします。
■応募期限　５月 23 日金（当日消印有効）
■応募方法　メールまたは郵送。インスタ
グラムからも応募可（詳細は、UR都市機
構のホームページをご確認ください）。
■対象　どなたでも（日本国内在住の人）応募できま
すが、写真家として報酬を得ている人はご遠慮くださ
い。
■応募先・問い合わせ
　UR都市機構フォトコンテスト 2025事務局
〈住所〉〒 135-0016�東京都江東区東陽 2-4-24
　　　　サスセンター 2階
〈電話〉03-3644-0031　平日 10:00 ～ 17:00
〈メール〉ur-pas@urlk.co.jp
〈インスタグラム〉▶
■主催　UR都市機構
■後援　国土交通省・復興庁

「緑の募金」のご協力について「緑の募金」のご協力について

　４月１日～５月 31日は、緑の募金運動期間です。
　この募金は、人々と森林をつなぎ、森林がもたらす
豊かな暮らしを未来につないでいくために、地域の
人々の身近な緑化活動や次世代が参加する森林体験活
動などの支援に、大切に活用されています。
　昨年度、町では総額 384,197 円の寄付金が集まり、
緑の少年団の育成に活用する他、花苗育成のための肥
料などの購入費に活用しました。
　今年も、更なる緑化推進のため、運動期間中に各地
区町内会を通して募金のお願いをしていますので、ご
協力ください。
問産業振興課　農林振興係　☎ 582-2126

ご協力ください

緑の募金運動期間
4 月 1 日～ 5 月 31 日

献上桃の郷おでかけパス献上桃の郷おでかけパス
利用者証の更新について利用者証の更新について

　おでかけパスの利用者証が、４月１日から新しくな
りました。３月中に新しい利用者証（青色）を郵送し
ています。これまでの利用者証（桃色）は使用できま
せんので、ご注意ください。
問健康福祉課　福祉介護係　☎ 582-1134

狂犬病予防集合注射を実施します狂犬病予防集合注射を実施します
　生後 91日以上の犬の飼い主には、狂犬病予防法に
基づき、生涯１回の飼い犬の登録と、年１回の狂犬病
予防注射が義務付けられています。
　狂犬病は、人を含むすべての哺乳類が感染する可能
性があり、効果的な治療法がないため、発症するとほ
ぼ 100％死亡します。飼い主であるあなた自身と愛
犬を狂犬病の危険から守るためにも、飼い犬の登録、
年１回の狂犬病予防注射の接種を必ずお願いします。
　町では次の日程で集合注射を行います。
■日時・場所

実施日 時間 場所

4 月23日水

9:00 ～ 10:00 半田公民館

10:40 ～ 11:40 伊達崎公民館

13:30 ～ 14:30 睦合公民館

15:10 ～ 16:10 桑折公民館

5月11日日 9:00 ～ 10:30 桑折公民館

■料金　注射3,250円 / 登録3,000 円
■その他
・�当日は混雑しますので、新たに登録が必要な人は、
事前に生活環境課で登録をお願いします。
・�集合注射が受けられない場合や犬が暴れて困る場合
は、動物病院で個別に注射をしてください。
・�既に町へ登録済の犬の飼い主には、４月 15日以降
にハガキを送付します。当日持参してください。
・�飼い主が変わったときや犬が死亡した
ときは、町に届け出てください

問生活環境課　環境係　☎ 582-2123

半田公民館開館日を拡大します半田公民館開館日を拡大します
　4月から、半田公民館の管理・運営を半田地区住民
自治協議会で行うようになりました。それに伴い、開
館日が週 5日（原則火～土曜日 9:00 ～ 17:00）に
拡大されましたので、ぜひご利用ください（それ以外
の地区公民館は変更ありません）。
問教育文化課　生涯学習係
 ☎ 582-2403
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ウォーキングチャレンジ事業ウォーキングチャレンジ事業
参加者募集！参加者募集！

　花王株式会社協力のもと、「歩行の質（速度・バラ
ンス）」の改善を目指す「ウォーキングチャレンジ事
業」を今年度も開催します。昨年度は118人が参加し、
歩行年齢の改善が多く見られました。参加希望者は、
健康福祉課（☎ 582-1133）までご連絡ください。
■ウォーキングチャレンジ事業とは
　「運動する人」を増やし、生活習慣病を予防するため、
花王株式会社協働のもと令和 2年度から始まりまし
た。「歩行の質（速度・バランス）」を測定し、理想的
な歩き方を学び、歩行年齢の若返りを目指します。
■対象者　おおむね 75歳までの人　約 200人
　�����������（肥満傾向の人、メタボ該当者・予備群優先）
※応募者多数の場合は、調整させていただきます。
■期間　5月中旬～ 11月中旬まで
■事業の流れ
① �5 月中旬
　歩行の質・体組成測定、花王 (株 )
スタッフによる歩行アドバイス。
② 5～ 11月
　歩数計を身に付けて生活をする。
　月に 1回役場で歩行結果確認。
③ 11月中旬
　再度、歩行の質・体組成測定を行い、改善が見られ
たか確認。
■申込方法
　4 月 25 日金までに、健康福祉課健康増進係（☎
582-1133）へ申し込みください。

幸運をよぶ光のインテリア幸運をよぶ光のインテリア
天使のサンキャッチャーをつくろう天使のサンキャッチャーをつくろう
　サンキャッチャーとは、クリスタルやビーズなどを
ワイヤーに通して、窓辺にぶら下げて楽しむ、北欧地
方発祥のインテリアです。旧伊達郡役所で、幸運をよ
ぶ光のインテリアづくりを楽しみませんか。
■日時　4月 19日土・20日日　10:00 ～
　　　　※約 30分～１時間程度を予定しています。
■場所　旧伊達郡役所　１階　旧戸長詰所（西側個室）
■対象　小学生以上（小学校低学年の参加者について
は、保護者１人の同伴をお願いします）
■定員　各日８人（定員になり次第受付終了）
■料金　500円
■申込締切　４月 18 日金
■申し込み・問い合わせ先
　旧伊達郡役所　☎ 582-5507

郡役所deワークショップ

オレンジカフェもんもオレンジカフェもんも
　認知症について学び理解を深めるカフェを開催しま
す。情報交換、相談の場として、ぜひご参加ください。
■日時　4月 24日木 10:00 ～ 11:30
■場所　いちい桑折店「MOMOテラス」
■内容（予定）
①講話「フレイル予防について」講師：理学療法士
②カフェタイム
■対象者　認知症に関心のある人
■参加費　100円（飲み物代）
■その他　「こおり健康ポイント」「チームオレンジこ
おり」カード対象。
問地域包括支援センター　☎ 582-1188

半田山山開き半田山山開き
　今年も半田山山開きを開催します。当日
は、記念品の配布や「ツリーイング」など
のイベントも予定しています。詳しくは、
町ホームページをご覧ください。
■日時　４月 29日火　8:00 ～式典・順次登山開始
問産業振興課　農林振興係　☎ 582-2126

第68回春季こおり町民ゴルフ大会第68回春季こおり町民ゴルフ大会
　こおりゴルフクラブ（町スポーツ協会加盟団体）に
よるゴルフ大会が下記の通り開催されます。参加を希
望する人は、幹事までご連絡ください。
■日時　５月６日火　大会7:45～�� 懇親会 18:00～
■場所　大会　パーシモンカントリークラブ
　　　　懇親会　イコーゼ！
■対象　町在住・在勤者
問こおりゴルフクラブ幹事　片平　光義
☎ 582-5199　☎ 080-2810-0355

町制施行 70周年記念

イコーゼ！プール利用再開イコーゼ！プール利用再開
　2月 5 日の夜間より、設備の不具合のため屋内温水プールの営業を休止していましたが、4 月 2 日水より営
業を再開します。休館に伴い、利用者の皆さまにはご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした。また、半年
券・年間券をご利用の人は、有効期間の延長の対応をしますので、ご利用の際に受付までお申し付けください。����������������������������������������������������������
問屋内温水プール・多目的スタジオ「イコーゼ！」　☎ 582-3129
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対象者

①年度内に 65 歳になる人
② 年 度 内 に 70・75・80・85・90・95・

100 歳を迎える人（令和 11 年度まで）
※  100 歳以上の人は、令和 7 年度に限

り全員対象
③  60 ～ 64 歳でヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能障がいがあり日常
生活がほとんど不可能な人

接種期間 対象となる年度内（4 月 1 日～ 3 月 31 日）

実施医療機関 県内の指定医療機関

手続き

対象者へはお知らせと予診票等を送付し
ますので、医療機関を予約の上接種して
ください。
※ 対象者③の人は、下記まで問い合わ

せください。

ワクチンの種類 生ワクチン 組み換えワクチン

回数 1 回 2 回

費用 8,341 円 / 回 21,626 円 / 回

自己負担額 4,200 円 / 回 10,800 円 / 回

公費負担額 4,141 円 / 回 10,826 円 / 回

帯状疱疹予防接種帯状疱疹予防接種
　高齢者を対象に、帯状疱疹予防接種を実施します。
対象者へは４月中に通知を送付します。接種を希望す
る人は期間内に医療機関で接種してください。

問健康福祉課　健康増進係　☎ 582-1133

定期接種を開始します

令和７年度 国民健康保険令和７年度 国民健康保険
後期高齢者医療人間ドック後期高齢者医療人間ドック

申込受付は申込受付は４月 17 日４月 17 日木木までまで
■申込書の配布
　令和７年度国民健康保険・後期高齢者医療人間ドッ
クの申込用紙は、４月２日水に町内会を通じて各戸配
布します。国民健康保険と後期高齢者医療分で別々の
申込用紙です。お間違いのないようご注意ください。
※�申込用紙が複数枚必要な場合は、コピーまたは町ホー
ムページからダウンロードください。

■申込期限
　4 月 17 日木（郵送の場合も必着）
■申込先
　税務住民課住民国保係（役場２番窓口）に提出また
は郵送してください。
※ 締め切り後は申し込みできませんので、期日厳守で

お願いいたします。
※�申込者数が募集人数より多い場合は、国民健康保険、

後期高齢者医療ともに抽選となります。先着順では
ありませんのであらかじめご了承ください。
★�人間ドックの詳細は申込用紙または町
ホームページをご確認ください。なお、
社会保険加入者は申込対象外です。

問税務住民課　住民国保係　☎ 582-2114

【小型家電】…常設の回収ボックスに投入できないサ
イズの小型家電（縦 15㎝×横 30㎝以上の小型家電）
＜回収できるものの具体例＞
○�家庭用プリンタ、ラジカセ、ファクシミリ、デスク
トップ PC本体 /液晶モニターのみ、据置型ゲーム
機、コントローラー、HDD/DVD/BD レコーダ、
電子レンジ、炊飯器、ホットプレート

＜回収できないものの具体例＞
×�マウス、テンキー、キーボード、ブラウン管モニター、
テレビ、冷蔵庫、エアコン

【古着類】…�汚れ・破れ・濡れがなく着れるもの
　　　　　�（洗濯してあるもの）
＜回収できるものの具体例＞
○�Ｔシャツ、ワンピース、ジーンズ、スラッ
クス、スボン、スーツ、ジャケット、ワイシャツ、
ネクタイ、セーター、フリース
※�ハンガーなどをはずし、透明な袋などに入れて持参
してください。

＜回収できないものの具体例＞
×�学生服、運動着、作業着、ユニフォーム、スキーウ
エア、布団、マットレス、カーペット、こたつ掛け、
座布団、クッション類、

　貴重な資源のリサイクルとごみ減量化のために、古着類と小型家電の特別回収を実施します。

問生活環境課　環境係　☎ 582-2123

古着類と小型家電の特別回収古着類と小型家電の特別回収 日時 5月10日土　9:00 ～11:00 役場駐車場場所

【ポイント付与】
　古着・小型家電を持ち込んだ人に、県
環境アプリのポイントを付与します。ア
プリ（右記二次元コード）を事前にダウンロードし
てお越しください。
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